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まえがき

 障害者職業総合センターでは、1991 年の設立以来、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、わ

が国における職業リハビリテーションの中核機関として、職業リハビリテーションに関する調査をはじめさ

まざまな業務に取り組んでいます。 

 この資料シリーズは、当センターが実施した「手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する研究」の結果

を取りまとめたものです。

 本研究では、手帳を所持しない障害者を対象とした、「発達障害者雇用開発助成金」及び「難治性疾患患者

雇用開発助成金」の対象者を雇い入れた事業所、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇

用した事業所における雇用の実態を把握するとともに、支援機関における手帳を所持しない障害者の支援の

実態を把握することを目的としました。

 本研究を進めるに際し、調査対象となった助成金対象者雇用事業所及びジョブコーチ支援利用事業所の

方々、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、発達障害者支援センター、

難病相談・支援センターの各支援機関の方々から多大なご協力を賜りました。ここに深く感謝申し上げます。

 この資料シリーズがたくさんの方々に活用されることにより、手帳を所持しない障害者の雇用の促進と安

定のための一助となれば幸いです。

2013 年３月 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者職業総合センター

研究主幹 下矢 雅美 
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概 要

 本資料シリーズは、身体・知的・精神障害者に該当せず、手帳を所持しない発達障害者・難治性疾患患者・

高次脳機能障害者等の雇用支援に関して検討することを目的とした。そのため、手帳を所持しない障害者を

対象とした「発達障害者雇用開発助成金（以下、「発開金」という）」及び「難治性疾患患者雇用開発助成金

（以下、「難開金」という）」の対象者を雇い入れた事業所、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を

利用して雇用した事業所における雇用の実態を把握するとともに、ハローワーク、障害者就業・生活支援セ

ンター（以下、「就業・生活支援センター」という）、地域障害者職業センター、発達障害者支援センター（以

下、「発達センター」という）、及び難病相談・支援センター（以下、「難病センター」という）の各支援機関に

おける手帳を所持しない障害者の支援の実態を把握したものである。 

１ 事業所調査 

（１）調査対象及び調査内容、回収状況等 

平成 23 年度までに、「発開金」又は「難開金」の対象となる者を雇い入れた事業所、平成 22 年度及び平

成 23 年度に、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇用した事業所を対象とし、事業所の

概要等と、手帳を所持しない障害者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項等の雇用の実態につい

て把握するため、アンケート調査を実施した。 

回収状況は、助成金対象者雇用事業所では 29.3％（119 事業所）、ジョブコーチ支援利用事業所では 18.6％

（16 事業所）であった。 

結果の集計にあたっては、手帳を所持しない障害者ごとの調査内容に対して全て無回答であったものを除

いた上で、発開金対象者と難開金対象者の両方を雇い入れた事業所はなかったため、発開金対象者雇用事業

所と難開金対象者雇用事業所を分けて集計することとし、発開金対象者雇用事業所でジョブコーチ支援も併

せて利用していた事業所については、発開金対象者雇用事業所とジョブコーチ支援利用事業所の両方の集計

に含めることとした。集計の対象とした件数は、発開金対象者雇用事業所は 16 事業所、難開金対象者雇用事

業所は 95 事業所、ジョブコーチ支援利用事業所は 23 事業所であり、発開金対象者雇用事業所とジョブコー

チ支援利用事業所は十分な回答数が得られなかった。そのため、調査結果を示すにあたっては、発開金対象

者雇用事業所、難開金対象者雇用事業所、及びジョブコーチ支援利用事業所のそれぞれの結果を示すことと

し、３者の間での比較は行わなかった。なお、ジョブコーチ支援利用事業所のうち、65.2％は発達障害者へ

の支援にジョブコーチを利用した事業所であった。 

アンケート調査で回答が得られた事業所のうち、ヒアリングに協力できるとした事業所に対して、電話、

メールにより、調査票での回答の背景や理由、雇用継続・職場定着のために配慮している事項の具体的な実

施内容等について尋ねた。また、訪問によるヒアリングは、事例の収集を目的に、同意が得られた難開金対

象者雇用事業所の１事業所を対象に実施した。 

（２）調査結果 

 ア 事業所の概要と障害者の雇用状況 

 業種別では、助成金対象者雇用事業所、ジョブコーチ支援利用事業所ともに、「製造業」と「医療、福祉」

が多く、平成 23 年度のハローワークを通じた手帳を所持しない障害者全体の就職状況において上位の産業と

一致していた。 

－ � －
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 障害者の雇用状況では、発開金対象者雇用事業所の 87.5％及びジョブコーチ支援利用事業所の 82.6％では、

身体・知的・精神障害者の雇用経験があった。難開金対象者雇用事業所では、身体・知的・精神障害者の雇

用経験のある事業所は 49.5％にとどまっていた。 

 イ 対象者の雇用状況と利用した制度、支援を受けた機関 

 発開金対象者では、雇用継続中の者が 62.5％であった。難開金対象者では、76.8％と雇用継続中の者が多

かった。また、ジョブコーチ支援対象者では、78.3％が雇用継続中であった。 

 対象者の雇用にあたっては、発開金対象者の 81.3％が発開金以外の何らかの制度（トライアル雇用、職場

実習等）を利用しており、ジョブコーチ支援対象者の 78.3％がジョブコーチ支援以外の何らかの制度を利用

していた。難開金対象者では、難開金以外の制度の利用は 30.5％にとどまっていた。 

 支援機関からの支援については、発開金対象者では、雇用継続・職場定着にあたって 81.3％が支援を受け

ていた。難開金対象者では、雇用継続・職場定着にあたって支援を受けていたのは 27.4％にとどまっていた。 

 ウ 雇用継続・職場定着のために配慮している事項 

雇用継続・職場定着のために配慮している事項について、「職務の見直しや配置」「物理的環境の整備、個

人用の支援機器や道具類」「職務遂行」「労働条件や勤務時間」「職場内の障害や症状への理解、本人の自己管

理」「職場における支援者の配置」「外部の支援機関等との連携」の各カテゴリーについてそれぞれ３～６項

目、計 30 項目に対して「本人を対象に実施」「本人を含めて、障害者を対象に実施」「本人を含めて、従業員

を対象に実施」「実施せず」のいずれかの回答を求めた。 

（ア）配慮の実施状況と配慮の内容 

  発開金対象者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「既にある職務の中から、

能力的に無理のない仕事へ配置している」「同僚等が作業を補助している」（いずれも 93.8％）、「本人の障

害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」（87.5％）など７

項目、50％～70％未満のものが８項目であり、全 30 項目のうち半分の 15 項目は実施率が 50％以上で、残

る 15 項目は実施率が 50％未満であった。一方、実施している割合が 20％未満と低かったものは「在宅勤

務を可能としている」（０％）、「産業医・保健師等が健康管理の相談に乗る」（18.8％）の２項目であった。 

  難開金対象者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「通院のための時間が取

れるようにしている」（84.2％）、「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う

同僚の間で承知している」（82.1％）、「同僚・上司が仕事上の相談に乗る」（73.7％）など５項目、50％～

70％未満のものが４項目であり、全 30 項目のうち７割の 21 項目は実施率が 50％未満であった。一方、実

施している割合が 20％未満と低かったものは「種々の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配

置している」「本人と同様の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配置している」（いずれも

1.1％）、「職場と家族間で「連絡ノート」等により情報共有している」（3.2％）など 10 項目であった。 

  ジョブコーチ支援利用者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「本人の障害

や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」（91.3％）、「同僚等

が作業を補助している」「既にある職務の中から、能力的に無理のない仕事に配置している」「障害や症状

について本人や支援機関から事業所内の他の従業員に説明している」（いずれも 87.0％）など８項目、50％

～70％未満のものが３項目であり、全30項目のうち約６割の19項目は実施率が50％未満であった。一方、

実施している割合が 20％未満と低かったものは「在宅勤務を可能としている」「種々の障害者を主体とし

たグループを構成して、そこに配置している」（いずれも 4.3％）など５項目であった。 
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 （イ）配慮の程度 

  配慮を実施しているとの回答について、その配慮が手帳を持たない対象者に限定されたものか否かをみ

ると、難開金対象者では全 30 項目中の 27 項目で「従業員を対象に実施」との回答が何らかの配慮を実施

しているとする回答のうちの５割以上となっていた。このことから、従業員を対象に実施されている配慮

が難開金対象者にも適用されているケースが多く、本人に限定した配慮が講じられていることは少ないこ

とが示唆された。また、発開金対象者では、全 30 項目中の 15 項目で「従業員を対象に実施」との回答が

何らかの配慮を実施しているとする回答のうちの５割以上となっており、本人に限定した配慮が講じられ

ているケースは多くないことが示唆された。 

  一方、ジョブコーチ支援対象者では、全 30 項目中の 13 項目で「本人を対象に実施」との回答が何らか

の配慮を実施しているとする回答のうちの５割以上となっており、本人に限定した配慮が講じられている

ケースが多いことが示唆された。 

 エ 助成金に対する意見、雇用にあたって希望する支援 

助成金に対する意見について、自由記述形式の回答では、助成金の一層の周知を求める意見が複数みられ

た。また、雇用にあたって希望する支援について、自由記述形式の回答では、障害についての詳細な情報が

欲しいとの回答が複数みられた。 

 オ 障害者手帳取得についての考え 

回答が得られた 126 事業所全体での障害者手帳取得についての意見をみると、「事業所としては、取得し

てもしなくてもどちらでもよい」との回答が 42.1％で、「可能であれば取得してほしい」の 35.7％を上回っ

ていた。ただし、回答が得られた事業所のうち、障害者雇用率制度に基づく雇用義務の対象となる従業員数

56 人以上の 38 事業所に限って集計すると、「可能であれば取得してほしい」との回答が 50.0％であった。 

２ 支援機関調査 

（１）調査対象及び調査内容、回収状況等 

ハローワーク、就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、発達センター、及び難病センターの

各支援機関を調査対象として、アンケート調査を実施した。対象とした各支援機関において、手帳を所持し

ない障害者を障害の種類別に、発達障害者、難治性疾患患者、高次脳機能障害者、及び前出のいずれにも該

当しない何らかの障害のある人（以下、「その他の障害のある人」という）に分け、手帳を取得していない理

由、支援における苦慮の状況等、雇用支援の実態について把握した。ハローワーク、就業・生活支援センタ

ー、及び地域障害者職業センターでは全ての障害種別を調査対象とし、発達センターでは発達障害者、難病

センターでは難治性疾患患者を対象とした。 

回収状況は、ハローワークでは 87.1％（379 所）、就業・生活支援センターでは 70.0％（219 センター）、

地域障害者職業センターでは 71.2％（37 センター）、発達センターでは 67.1％（57 センター）、難病センタ

ーでは 57.6％（49 センター）であった。 
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（２）調査結果 

 ア 手帳を所持しない障害者に対する支援実施の有無と障害の状況 

支援実施については、発達障害者についてはいずれの支援機関も９割以上の所・センターで支援を実施し

ていた。難治性疾患患者については就業・生活支援センターでは実施しているセンターが４割以下にとどま

っていたものの、その他の各支援機関では６割～８割の所・センターで支援を実施していた。高次脳機能障

害者については、地域障害者職業センターでは８割近くのセンターで支援を実施していたが、ハローワーク

及び就業・生活支援センターでは支援の実施は２割～３割と少なかった。その他の障害のある人については、

就業・生活支援センター及び地域障害者職業センターでは半数以上のセンターが支援を実施しており、ハロ

ーワークでは支援の実施は３割以下と少なかった。 

その他の障害のある人の障害の状況は、いずれの支援機関も「統合失調症・うつ病・てんかんを除く精神

疾患（不安障害・適応障害・パニック障害等）」に該当する人が多くを占めていた。 

 イ 手帳を取得していない理由 

手帳を所持しない障害者に対して支援を「実施」していると回答した所・センターに対して、支援対象者

が手帳を取得していない理由として多いと考えられるものを尋ねた。回答は、「本人が必要性を感じていない」

「本人の心理的抵抗」「家族の心理的抵抗」の３つの理由を“本人や家族の意向で取得していない”とし、「症

状が手帳の対象外」「障害が軽度」「過去に申請したが取得できず」「取得の手続きが困難」の４つの理由を“取

得できない又は取得できなかった”としてまとめ、比較を行った。発達障害者については、いずれの支援機

関でも“本人や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとする所・センターが全体の７割～８割

を占めていた。一方、難治性疾患患者については、いずれの支援機関でも“取得できない又は取得できなか

った”との理由が最も多いとする所・センターが７割～９割を占めていた。高次脳機能障害者については、

ハローワークでは“取得できない又は取得できなかった”との理由が最も多いとする所が５割程度で“本人

や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとする所の数を上回っていた。また、就業・生活支援

センター及び地域障害者職業センターでは“本人や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとす

るセンターが４割～５割で“取得できない又は取得できなかった”との理由を最も多いとするセンターの数

を上回っていた。その他の障害のある人については、ハローワークでは“取得できない又は取得できなかっ

た”との理由が最も多いとする所が６割程度を占めており、就業・生活支援センター及び地域障害者職業セ

ンターでは“本人や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとするセンターが６割程度を占めて

いた。 

 ウ 支援の具体的内容と実施した支援における苦慮の状況 

支援の具体的内容として、「本人に障害特性への理解を促す」「本人から障害開示への同意を得る」などの

本人に対する支援、「企業から障害特性への理解を得る」「企業に本人の採用を働きかける」などの企業に対

する支援、関係機関と連携した支援、家族に対する支援に関する 11 の項目について実施の有無を尋ねた上で、

実施した支援において「手帳所持者に比べて苦慮」「手帳所持者と同程度に苦慮」「特に苦慮してはいない」

のいずれかの回答を求めた。 

（ア）実施した支援の具体的内容 

発達障害者については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が８割未満の項目はなかった。ハロ

ーワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっており、実

施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「家族から障害特性への理解を得る」「家族から本
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人への支援を講じてもらう」の２項目、就業・生活支援センターでは「企業に本人の採用を働きかける」

「企業に職場定着のための配慮を講じてもらう」の２項目であった。発達センターでは、「企業に本人の

採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」等の企業に対する支援の項目で実施の

割合が５割未満であったが、それ以外の本人に対する支援、関係機関と連携した支援、家族に対する支援

の項目では実施の割合が７割以上であった。 

難治性疾患患者については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が７割未満の項目はなかった。

ハローワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっており、

実施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「関係機関に支援を引き継ぐ」「関係機関と協働

で支援を行う」「家族から障害特性への理解を得る」「家族から本人への支援を講じてもらう」の４項目、

就業・生活支援センターでは「企業に本人の採用を働きかける」「企業に職場定着のための配慮を講じて

もらう」「家族から障害特性への理解を得る」「家族から本人への支援を講じてもらう」の４項目であった。

難病センターでは、「企業に本人の採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」等の

企業に対する支援の項目で実施の割合が２割～３割程度であったが、それ以外の本人に対する支援、関係

機関と連携した支援、家族に対する支援の項目では実施の割合が６割～８割程度であった。 

高次脳機能障害者については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が７割未満の項目はなかった。

ハローワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっており、

実施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「家族から障害特性への理解を得る」「家族から

本人への支援を講じてもらう」の２項目、就業・生活支援センターでは「企業に本人の採用を働きかける」

「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場定着のための配慮を講じてもらう」の３項目

であった。 

その他の障害のある人については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が７割未満の項目はなか

った。ハローワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっ

ており、実施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「家族から障害特性への理解を得る」「家

族から本人への支援を講じてもらう」の２項目、就業・生活支援センターでは「企業から障害特性への理

解を得る」「企業に本人の採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場

定着のための配慮を講じてもらう」の４項目であった。 

 （イ）実施した支援における苦慮の状況 

 ａ 発達障害者 

発達障害者についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（59.0％）、「家族

から障害特性への理解を得る」（52.2％）等の３項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以

上であった。就業・生活支援センターでは、「本人に障害特性への理解を促す」（62.4％）、「家族から障

害特性への理解を得る」（56.6％）等の４項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であ

った。地域障害者職業センターでは、「企業に本人の採用を働きかける」（83.9％）、「本人から障害開示

への同意を得る」（71.4％）等の６項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。

発達センターでは、「本人から障害開示への同意を得る」（68.4％）、「企業から障害特性への理解を得る」

（65.4％）等の６項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。支援機関による

違いはあるものの、本人による障害特性の理解や障害開示への同意、企業による障害特性の理解や企業

への採用の働きかけ、家族による障害特性の理解といった支援に苦慮していることがうかがえた。 

ｂ 難治性疾患患者 

   難治性疾患患者についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（48.1％）、「企
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業から障害特性への理解を得る」（34.7％）の各項目で苦慮の割合が比較的高かったが、「手帳所持者に

比べて苦慮」との回答が５割以上の項目はなかった。就業・生活支援センターでは、「企業に本人の採

用を働きかける」（50.0％）の１項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であり、次い

で「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」（43.1％）の項目で苦慮の割合が比較的高かった。地

域障害者職業センターでは、「企業に本人の採用を働きかける」（83.3％）、「企業から障害特性への理解

を得る」（61.1％）の２項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答の割合が５割以上であった。難病

センターでは、「企業から障害特性への理解を得る」（83.3％）、「企業に本人の採用を働きかける」「企

業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場定着のための配慮を講じてもらう」（いずれも

77.8％）等の７項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。いずれの支援機関

でも、企業による障害特性の理解や企業への採用の働きかけ、企業からの雇い入れの際や職場定着にあ

たっての配慮の確保といった支援に苦慮していることがうかがえた。 

ｃ 高次脳機能障害者 

   高次脳機能障害者についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（59.2％）、

「企業から障害特性への理解を得る」（50.7％）の２項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５

割以上であった。就業・生活支援センターでは、「本人に障害特性への理解を促す」（55.9％）、「企業に

本人の採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」（いずれも 50.0％）の３項目で、

「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。地域障害者職業センターでは、「企業に本

人の採用を働きかける」（100.0％）、「企業から障害特性への理解を得る」（69.6％）等の６項目で、「手

帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。いずれの支援機関でも、企業による障害特性の

理解や企業への採用の働きかけ、企業からの雇い入れの際の配慮の確保といった支援に苦慮しており、

支援機関によっては、本人による障害特性の理解といった支援にも苦慮していることがうかがえた。 

ｄ その他の障害のある人 

   その他の障害のある人についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（58.9％）

の１項目で「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であり、次いで「企業から障害特性への理

解を得る」（41.1％）の項目でも苦慮の割合が比較的高かった。就業・生活支援センターでは、「企業か

ら障害特性への理解を得る」（61.1％）、「企業に本人の採用を働きかける」（59.0％）等の６項目で、「手

帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。地域障害者職業センターでは、「企業に本人の

採用を働きかける」（90.5％）、「企業から障害特性への理解を得る」（69.6％）等の９項目で、「手帳所

持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。いずれの支援機関でも、企業による障害特性の理解

や企業への採用の働きかけといった支援に苦慮していることがうかがえた。 

（ウ）障害の状況に共通の結果 

  全ての調査対象障害種別に共通して、「企業から障害特性への理解を得る」「企業に本人の採用を働きか

ける」の各項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答の割合が高い傾向がみられ、支援対象者が手帳

を所持していないために、企業による障害特性の理解や企業への採用の働きかけといった支援に苦慮して

いることがうかがえた。 

企業に対する支援については全ての支援機関に共通して苦慮の割合が高い傾向がみられたが、発達セン

ターでは、「企業に本人の採用を働きかける」（実施率 35.2％）、「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもら

う」（実施率 37.0％）など企業に対する支援の実施率が低く、同様に、難病センターでも、「企業に本人の

採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場定着のための配慮を講じて

もらう」（いずれも実施率 23.7％）など企業に対する支援の実施率が低かったことから、発達センター及
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び難病センターでは、支援のノウハウがあまり蓄積されていない点でも苦慮していることがうかがえた。

  なお、選択肢で尋ねた内容と重複しない自由記述形式の回答として、全ての調査対象障害種別に共通し

ていたのは、障害者手帳を所持していないため制度の利用が困難であるとの回答であった。 

 エ 手帳を所持しない障害者の支援にあたって必要な専門性 

支援にあたって、手帳を所持していないことにより特に必要となる専門性の有無と、特に必要となる専門

性がある場合はその内容及び専門性の獲得や維持・向上のために実施していることを尋ねた。

 （ア）支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性の有無 

  難治性疾患患者についての難病センターの回答で手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性が

あるとの回答が６割程度を占めていたことを除き、他の支援機関の回答では、全ての調査対象障害種別に

ついて、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性はないとの回答の方が多かった。 

 （イ）手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性の内容 

  特に手帳を所持していないことにより必要となる専門性と考えられるものとして、全ての調査対象障害

種別に共通していたのは、障害者雇用率制度に頼らず企業に採用を促すためのノウハウが必要との回答、

障害者手帳制度に関する知識が必要との回答であった。 

 （ウ）専門性の獲得や維持・向上のために実施していること 

  全ての調査対象障害種別に共通して、関係機関との連携や関係機関からの情報収集、外部の研修やセミ

ナーへの参加、内部での研修や学習といった内容の回答が多くみられた。 

３ まとめ 

 事業所調査及び支援機関調査の双方の結果から、特に手帳を所持していないことにより必要な配慮や支援

に着目して、本研究において示唆されたことを以下にまとめる。 

 事業所調査では、採用後の雇用継続・職場定着のための配慮として、「本人の障害や症状について、直属の

上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」などの障害や症状についての情報共有が多く実

施されていた。また、雇用継続・職場定着のための配慮全般について、難開金対象者雇用事業所において、

対象者本人に限定して特別な配慮を講じているケースは少なく、従業員全体に対して実施している雇用管理

の配慮を対象者本人に対しても適用しているケースが多いと考えられた。難開金対象者雇用事業所では、雇

用を継続している事業所が 76.8％と多かったことから、従業員全体に対して雇用管理に配慮することで、難

開金対象者本人への配慮も可能となり、雇用の継続につながっていることが示唆された。このことは、難開

金対象者雇用事業所において、募集・採用の際の課題がクリアできれば、その後の雇用継続については比較

的課題は少ないことを示唆していると考えられる。また、募集・採用の際に事業所が希望する支援としては、

障害についての詳細な情報が欲しいとの回答がみられた。 

 発開金対象者雇用事業所においては、発開金対象者の 81.3％が発開金以外の何らかの制度（トライアル雇

用、職場実習等）を利用するとともに、雇用継続・職場定着にあたって 81.3％が何らかの機関の支援を受け

ていたことから、募集・採用の段階だけでなくその後の支援の継続の必要性が示唆された。 

 ジョブコーチ支援利用事業所においては、雇用継続・職場定着のための配慮にあたって、本人を対象とし

た特別な配慮を講じているケースが多く、78.3％と雇用を継続している事業所が多いことにつながっている

と考えられる。 

ただし、今回の調査では発開金対象者雇用事業所、ジョブコーチ支援利用事業所とも回答数が十分でない

ことから、さらなる実態の把握・分析が必要と考えられる。 

－ � －
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支援機関としては、障害特性に関する知識を身につけ、事業所に対して障害の内容や配慮すべき点を的確

に伝え、採用を働きかけるノウハウを工夫することが必要であり、そのことが事業所の求める支援にも応え

られることにつながると考えられる。また、難開金対象者雇用事業所からは、難開金の周知が不十分との指

摘もされており、支援機関としては、助成金制度を含めて手帳を所持しない障害者が利用できる支援制度に

ついてわかりやすく事業所に伝えることも必要と考えられる。 

－ � －
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第１章 研究の趣旨 

第１節 本研究の目的 

 障害者の雇用については、平成 23 年度のハローワークを通じた障害者の就職件数が約６万件で過去最高とな

るなど、着実に増加しているところであり、その中で、発達障害者、難治性疾患患者、高次脳機能障害者等で

あって手帳を所持しない障害者についても、ハローワークを通じた就職件数や就労支援機関の利用件数が増加

しているところである。一方、障害者の雇用の実態については、障害者雇用率制度の適用の対象となる身体・

知的・精神障害者に関しては、企業からの障害者雇用状況報告の対象となっており、また、厚生労働省による

障害者雇用実態調査（最新は平成 20 年度）の対象ともなっているところであるが、手帳を所持しない障害者に

ついてはそれらの報告・調査の対象となっていないこと等から、雇用の実態が把握されていない状況にあった。 

 したがって、本研究では、事業所及び支援機関を対象に調査を実施し、手帳を所持しない障害者の雇用の実

態や、手帳を所持しない障害者に対する支援の実態を把握することを目的とした。また、調査の実施及び調査

結果の検討にあたっては、特に手帳を所持していないことにより、手帳を所持している障害者に比べて、雇用

の実態や支援の実態に違いが生じているかを把握することを試みた。 

 事業所に対する調査を実施するにあたっては、無作為に対象事業所を抽出する方法等では手帳を所持しない

障害者を雇用している事業所を把握することが難しいと考えられたため、手帳を所持しない障害者を対象とし

た支援制度である「発達障害者雇用開発助成金」「難治性疾患患者雇用開発助成金」の対象者を雇用した事業所、

手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇用した事業所を調査対象とすることで、確実に手帳

を所持しない障害者を雇用している事業所を調査対象とすることとした。 

 支援機関に対する調査では、手帳を所持しない障害者に対して就労支援を実施していると考えられる支援機

関として、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、発達障害者支援センタ

ー、難病相談・支援センターを調査対象とすることとした。 

－ � －
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第２節 本研究における「手帳を所持しない障害者」とは

（１）雇用促進法上の身体障害者、知的障害者、精神障害者と手帳との関係

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下、「雇用促進法」という。）では、障害者を「身体障害、知

的障害又は精神障害（以下、「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、

又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。」と定義したうえで、障害種別ごとに個別に定めている（図

表１－１）。 

 身体障害者については、「別表に掲げる障害があるもの」とされている。この別表は身体障害者福祉法施行

規則別表第五号（身体障害者障害程度等級表）の１級から６級に掲げる身体障害がある者及び７級に掲げる障

害が二つ以上重複している者と同様の基準になっており、雇用促進法における身体障害者は、身体障害者手帳

を所持している者と同じと捉えることができる。 

  一方、知的障害者と精神障害者については、雇用促進法の施行規則に具体的に示されている（図表１－２）。

図表１－１  雇用促進法における障害者の定義

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  障害者 身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期にわた

り、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

二  身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。

（中略）

四  知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

（中略）
六  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

図表１－２ 雇用促進法施行規則（厚生労働省令）における知的障害者及び精神障害者の定義

（知的障害者） 

第一条の二  法第二条第四号 の厚生労働省令で定める知的障害がある者（以下「知的障害者」という。）は、児童

相談所、知的障害者福祉法 （昭和三十五年法律第三十七号）第九条第六項 に規定する知的障害者更生相談所、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律 （昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。）第六

条第一項 に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条 の障害者職業センター（次条において

「知的障害者判定機関」という。）により知的障害があると判定された者とする。 

（中略）

（精神障害者） 

第一条の四  法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者（以下「精神障害者」という。）は、次に

掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。 

一  精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 
二  統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）又はてんかんにかかつている者（前号に掲げる者に該
当する者を除く。） 
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これによると、知的障害者は児童相談所などの専門機関や精神保健指定医によって知的障害があると判定さ

れた者とされるが、実際的には、児童相談所と知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された者は、療

育手帳を取得することになり、知的障害者は療育手帳を所持している者とほぼ同じと捉えることができる。し

かし、それ以外で知的障害者の判定を受けた場合は、「診断書」や「判定書」（障害者職業センターの場合）

が発行もしくは交付されるが、療育手帳の交付は行われない。 

 精神障害者の場合も、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない、「統合失調症、そううつ病（そう病

及びうつ病を含む。）又はてんかんにかかつている者」が含まれている。 

 このように、雇用促進法上は、必ずしも手帳を所持しない場合でも、知的障害者、精神障害者に該当する者

がいる。 

（２）「その他の障害者」に分類される者

 上述した身体障害者、知的障害者、精神障害者に該当しない場合でも、「障害があるため、長期にわたり、

職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」は、雇用促進法上の障害者と認め

られ、労働行政の統計的な分類では「その他の障害者」とされる。その他の障害者は、身体障害者手帳、療育

手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれも所持していない者である。もしこれらの手帳を所持していれば、雇

用促進法上では、身体障害者手帳所持者は身体障害者、療育手帳所持者は知的障害者、精神障害者保健福祉手

帳所持者は精神障害者に該当することになる。 

 例えば、高次脳機能障害や発達障害がある者で精神障害者保健福祉手帳を所持している者は精神障害者に含

まれるが、いずれの手帳も所持していないが、「障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受

け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」である場合は、雇用促進法上は、その他の障害者とみなされ

る。 

（３）本研究では「その他の障害者」を「手帳を所持しない障害者」とする

 本研究では、このような「その他の障害者」の雇用支援に関する状況を把握するものであるが、例えば、知

的障害のない発達障害者は、手帳の有無に関わらず、身体障害者でも、知的障害者でも、精神障害者でもなく、

「その他」の障害者であると認識される場合もある。このため、本研究では、労働行政の分類では「その他の

障害者」とされる者を、「手帳を所持しない障害者」と標記することにした。 

 このため、本研究でいう「手帳を所持しない障害者」とは、雇用促進法上の身体障害者や知的障害者や精神

障害者であって手帳を所持していない者は含まず、雇用促進法上の身体障害者、知的障害者、精神障害者には

該当しないが、「障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが

著しく困難な者」（つまり労働行政でいう「その他の障害者」）のことをいう。 

第３節 手帳を所持しない障害者の状況

（１）障害者雇用支援施策の適用範囲

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の前身である「身体障害者雇用促進法」が成立したのは昭和 35 年で

ある。法律の名称からも分かるように、当時は、障害者雇用支援施策の対象者は身体障害者が中心であった。

その後、障害者雇用支援施策の対象範囲は、知的障害者や精神障害者へと拡大されていったが、「手帳を所持

しない障害者」への適用は、ハローワークの職業指導や、障害者職業センターや障害者就業・生活支援センタ

ーの支援対象など、狭い範囲に限られていた。 
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図表１－３ 障害種別にみた障害者雇用支援施策の適用範囲

出所：第７回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会資料 
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 平成 11 年にトライアル雇用奨励金の前身である障害者緊急雇用安定プロジェクトが創設された際に、「手帳

を所持しない障害者」もその対象となった。手帳を所持しない障害者の雇用に関連し、企業に対し経済的な助

成がなされたのはこれが最初である。また、平成 21 年度から、発達障害者雇用開発助成金と難治性疾患患者雇

用開発助成金が創設され、発達障害者支援法第２条に規定する発達障害者が発達障害者雇用開発助成金の対象

に、厚生労働省が実施する厚生労働科学研究費補助金による難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分

野の対象疾患（130 疾患）及び進行性筋萎縮症（筋ジストロフィー）である者が難治性疾患患者雇用開発助成

金の対象になった。手帳を所持しない障害者に対する障害者雇用支援施策の適用範囲を図表１－３に示した。 

（２）手帳を所持しない障害者の就労支援機関の利用状況

 ハローワークなどの就労支援機関における手帳を所持しない障害者の利用状況を以下に概観する。手帳を所

持しない障害者が全ての就労支援機関で増加していることが分かる。 

 ア ハローワーク

 ハローワーク障害者窓口における手帳を所持しない障害者の新規求職登録件数を図表１－４に、就職件数を

図表１－５に示した。この５年間で、新規求職登録件数は 320％、就職件数は 420％増加している。 

図表１－４ ハローワーク障害者窓口における 図表１－５ ハローワーク障害者窓口における

 手帳を所持しない障害者の新規求職登録件数    手帳を所持しない障害者の就職件数

 イ 障害者就業・生活支援センター

 障害者就業・生活支援センターにおける手帳 

を所持しない障害者の登録者数を図表１－６に 

示した。 

  この５年間で、障害者就業・生活支援センタ 

ーにおける手帳を所持しない障害者の登録者数 

は 380％増加している。 

 ただし、障害者就業・生活支援センターの設置 

箇所数は、平成19年度 135ヵ所から平成23年度 313

ヵ所に増加していることも考慮する必要があろう。   図表１－６ 障害者就業・生活支援センターにおける

手帳を所持しない障害者の登録者数
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ウ 地域障害者職業センター

 地域障害者職業センターにおける「その他」 

の障害者の利用者数を図表１－７に示した。 

 なお、地域障害者職業センターの「その他」 

の障害者は、ハローワークなどの分類による 

「その他の障害者（＝本研究でいう『手帳を 

所持しない障害者』）」とは異なり、例えば、 

療育手帳を所持していても、「知的障害」より 

も「発達障害」の方が、職業上の主たる障害に 

なっていると判断される場合、「知的障害者」 

ではなく、「その他」の障害者に分類されるこ          図表１－７ 地域障害者職業センターにおける

とに留意する必要がある。                            「その他」に分類される障害者の利用者数

 エ 発達障害者支援センター

  発達障害児（者）への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関で、都道府県・指定都市、または、

都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営している。業務内容は、相談支援（日

常生活でのさまざまな相談）、発達支援（家庭での療育方法についての助言、知的発達や生活スキルに関する

発達検査の実施、教育や支援の具体的な方法について支援計画の作成や助言など）、普及啓発・研修などに加

え、就労支援がある。就労支援では、就労を希望する発達障害児・者に対して、就労に関する相談に応じると

ともに、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの労働関係機関と連携

して情報提供などを行っている。 

  発達障害者支援センターにおける就労支援を実施した人数を図表１－８に示した。ここ５年間で 320％増加

しているが、発達障害者支援センターの設置箇所数は、平成 19 年度の 61 ヵ所から平成 23 年度は 64 ヵ所に増

加している。 

 なお、図表で示した数字は、療育手帳等何らかの手帳を取得している者が含まれている可能性があり、全て

が本研究でいう「手帳を所持しない障害者」に該当するわけではないことに留意する必要がある。 

図表１－８ 発達障害者支援センターで就労支援を受けた人数
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第２章 手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する調査 

     ……事業所調査……

第１節 調査方法及び回収状況

１ 調査目的 

 手帳を所持しない障害者を対象とした、「発達障害者雇用開発助成金（以下、「発開金」という。）（注１）」及

び「難治性疾患患者雇用開発助成金（以下、「難開金」という。）（注２）」の対象者を雇い入れた事業所、手帳

を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇用した事業所において、手帳を所持しない障害者の募

集・採用、雇用継続・職場定着のためにどのような配慮が実施されているか等について把握する。

（注１）発達障害者雇用開発助成金：発達障害者を、ハローワークの職業紹介により常用労働者として新たに雇い入れる事業主に対し

て助成を行うもの。対象は、障害者手帳を所持しない発達障害者を雇用した場合に限る。平成 21 年度から開始された制度であり、

利用実績は各年度の雇い入れ件数でみると、平成 21 年度が 15 件、平成 22 年度が 36 件、平成 23 年度が 41 件となっている。

（注２）難治性疾患患者雇用開発助成金：難治性疾患患者を、ハローワークの職業紹介により常用労働者として新たに雇い入れる事業

主に対して助成を行うもの。対象は、障害者手帳を所持しない難治性疾患患者を雇用した場合に限る。平成 21 年度から開始された

制度であり、利用実績は各年度の雇い入れ件数でみると、平成 21 年度が 76 件、平成 22 年度が 136 件、平成 23 年度が 239 件となっ

ている。 

２ 調査対象 

助成金対象者雇用事業所：平成 21 年度から平成 23 年度までに、「発開金」又は「難開金」の対象となる

者を雇い入れた 406 事業所を対象とした。 

ジョブコーチ支援利用事業所：平成 22 年度及び平成 23 年度に、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ

支援を利用して雇用した 86 事業所を対象とした。

３ 調査期間 

平成 24 年６月～７月に調査を実施した。 

４ 調査内容 

 以下の項目について回答を求めた。なお、使用した調査票は巻末資料に掲載した。 

事業所の概要（業種、従業員数、事業所の種別（一般企業、就労継続支援（A型）事業所等）） 

  障害者の雇用状況（身体・知的・精神障害者の雇用経験、実雇用率） 

  助成金制度又はジョブコーチ支援制度を知ったきっかけ 

  助成金の評価、助成金に対する意見（助成金対象者雇用事業所のみの項目） 

  ジョブコーチ支援に対する意見（ジョブコーチ支援利用事業所のみの項目） 

  障害者手帳取得についての考え 

  特に配慮が必要と感じている点、希望する支援、障害者雇用についての意見 

  以下、手帳を所持しない障害者ごとの調査内容 

   雇用状況（雇用日、雇用継続／離職の別、離職の場合の理由） 
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問
２

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害
の
あ
る
方

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達

障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の
他

の
障

害
の

あ
る
方

２
．
本

人
が

必
要

性
を
感
じ
て
い
な
い
た
め
取
得
し
て
い
な
い

３
．
本

人
の

心
理

的
抵

抗
等
に
よ
り
取

得
し
て
い
な
い

４
．
家

族
等

の
心

理
的

抵
抗

等
に
よ
り
取

得
し
て
い
な
い

Ⅰ
．
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

が
手

帳
を
取

得
し
て
い
な
い
理

由
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
理

由
が

あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
多

い
と
思

う
理

由
を
３
つ
ま
で
選

択
し
て
、
該

当
す
る
欄

に
○

を
つ
け
て
下

さ
い
。
ま
た
、
そ
の

う
ち
、
最

も
多

い
と
思

う
理

由
に
つ
い
て
は

、
該

当
す
る
欄

に
◎

を
つ
け
て
下

さ
い
。

回
答
欄
（
多

い
と
思
う
理
由
を
３
つ
ま
で
選
択
し
て
、
○
を
つ
け
る
。
そ
の
う
ち
、
最

も
多
い
と
思
う
理
由
に
は
◎
を
つ
け
る
）

手
帳
を
取
得

し
て
い
な
い
理
由

と
し
て
考
え
て
い
る
も
の

１
．
過

去
に
申

請
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
取

得
で
き
な
か

っ
た

５
．
手

帳
取

得
の

手
続

き
が

困
難
で
あ
る
（
診

断
を
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関

が
な
い
、
受

診
ま
で
の

待
機

時
間

が
長

期
に
渡
っ
て
い
る
等
）
た
め
、
取
得

で
き
な
い

６
．
障

害
が

軽
度

の
た
め
、
取

得
で
き
な
い

７
．
主

な
原

因
と
な
る
疾

患
等

が
重

く
な
っ
た
と
し
て
も
、
現
れ
る
症
状
が
手

帳
の

対
象

外
の
た
め
取

得
で
き
な
い

８
．
そ
の
他
　
→
　
以
下
の
＜
そ
の
他
の
理
由
＞
欄

に
具
体
的
に
ご
記
入
下
さ
い
。
　

＜
そ
の
他
の
理
由
＞

手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
方
が
手
帳

を
取
得
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
「
８
．
そ
の

他
」
と
ご
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
は

、
障
害
の
状
況
ご
と
に
、
下
欄

に
具
体
的
に
ご
記
入
下
さ
い
。

Ⅱ
．
貴

所
で
は

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

で
、
申

請
す
れ

ば
手

帳
は

取
れ

る
と
思

わ
れ

る
方

に
対

し
て
、
手

帳
の

取
得

に
関

す
る
支

援
（
手

帳
取

得
の

メ
リ
ッ
ト
や

申
請

の
方

法
を
説

明
す
る
等

）
を
実

施
し
て
い
ま
す
か

（
ケ
ー
ス
に
応

じ
て
実

施
し
て
い
る
場

合
は

、
「
実

施
し
て
い
る
」
に
含

み
ま
す
）
。

障
害

の
状

況
ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
も
の

を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

回
答
欄
（
以
下
の
１
、
２
か
ら
当
て
は
ま
る
番
号
を
選

ん
で
回
答

）

１
．
実
施
し
て
い
る

２
．
実
施
し
て
い
な
い

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
高
次
脳
機
能
障
害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方
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問
３

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対
し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対
し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対
し
て

＜
本

人
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
企

業
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
関

係
機

関
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
そ
の

他
＞

（
１
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対
し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対

し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対
し
て

（
１
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対
し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対

し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対

し
て

ケ
　
具

体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
関

係
機

関
と
協
働
で
支
援
を
行
う
こ
と

＜
そ
の

他
の

実
施

に
苦

慮
し
て
い
る
こ
と
＞

以
上

の
項

目
の

他
に

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
に
お
い
て
、
「
実

施
し
て
お
り
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る
こ
と
」
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
の

該
当

す
る
欄

に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

＜
そ
の

他
の

実
施

の
必

要
性

が
あ
る
と
考

え
て
い
る
こ
と
＞

以
上

の
項

目
の

他
に

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
に
お
い
て
、
「
当

機
関

で
は

実
施

し
て
い
な
い
が

、
他

機
関

に
よ
る
実

施
を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
の

必
要

性
が

高
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
」
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
の

該
当

す
る
欄

に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

コ
　
家

族
に
本

人
の

障
害

特
性
を
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と

サ
　
本

人
に
対

す
る
家

族
か

ら
の

必
要
な
支

援
を
講

じ
て
も
ら
う
こ
と

ウ
　
企

業
に
対

す
る
障

害
の

開
示

に
つ
い
て
本
人
か
ら
同
意
を
得
る
こ
と

オ
　
企
業
に
本
人
の
採
用
を
強
く
働
き
か
け
、
前
向
き
に
検
討
し
て
も
ら
う
こ
と

エ
　
企

業
に
本

人
の

障
害

特
性
を
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と

キ
　
企

業
に
お
い
て
、
本

人
の

職
場

定
着
に
あ
た
っ
て
、
雇
用
管
理
上
の

配
慮

（
周

囲
の

従
業

員
の

理
解

・
協

力
、
職

場
環

境
の
整
備
、
能
力
に
見

合
っ
た
配
置
な
ど
）
を
講
じ
て
も
ら
う
こ
と

ク
　
具

体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
関

係
機

関
に
支
援
を
引
き
継
ぐ
こ
と

カ
　
企

業
に
お
い
て
、
本

人
の

雇
い
入

れ
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
な
配
置
や

労
働

条
件

等
に
つ
い
て
の

配
慮
を
講
じ
て
も
ら
う
こ
と

手
帳

を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
の

実
施

状
況

等
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

各
項

目
に
つ
い
て
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
番

号
を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

な
お
、
本

問
３
に
ご
回

答
い
た
だ
く
に
当

た
っ
て
は

、
問

２
に
お
い
て
ご
回

答
い
た
だ
い
た
「
手

帳
を
取

得
し
て
い
な
い
理

由
」
と
し
て
◎

を
つ
け
た
も
の

に
該

当
す
る
方

に
対

す
る
支

援
を
想

定
し

て
ご
回

答
下

さ
い
。

回
答
欄
（
以
下
の

１
～

６
の
中
か

ら
最

も
当
て
は
ま
る
番
号
を
１
つ
選

ん
で
回
答
）

１
．
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
り
、
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方

に
比
べ
て
、
実
施

に
苦

慮
し
て
い
る

２
．
こ
の
項
目
を
実
施

し
て
お
り
、
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方

と
同
じ
程
度
に
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る

３
．
こ
の
項
目
を
実
施

し
て
お
り
、
特
に
実
施
に
苦
慮
し
て
は
い
な
い

４
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
い
な
い
が
、
他
機
関
に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
の

必
要

性
が

高
い

と
考
え
て
い
る

５
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
い
な
い
が
、
他
機
関

に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

と
同
じ
程

度
に
、
実

施
の

必
要

性
が

あ
る
と
考
え
て
い
る

６
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施

し
て
お
ら
ず
、
他
機
関
に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
実

施
の

必
要

性
は

特
に
な
い
と
考
え
て
い
る

イ
　
本

人
に
職

業
上

の
ア
ピ
ー
ル

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
す
こ
と

ア
　
本

人
に
障

害
特

性
に
つ
い
て
の

理
解
を
促

す
こ
と
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問
４

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

問
５

手
帳

を
所

持
し
な
い
「
そ
の

他
の

障
害

者
」
を
含

め
、
障

害
者

の
雇

用
に
つ
い
て
、
ご
意

見
等

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
記

入
下

さ
い
。

以
上

で
、
質

問
は

終
わ

り
で
す
。
ご
協

力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

①
そ
れ

は
、
具

体
的

に
ど
の

よ
う
な
専

門
性

で
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

②
そ
の

専
門

性
の

獲
得

や
維

持
・
向

上
の

た
め
に
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
実

施
し
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

手
帳

を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
支

援
に
あ
た
っ
て
必

要
と
な
る
専

門
性

に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

Ⅰ
．
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
支

援
に
あ
た
っ
て
、
手

帳
を
所

持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必

要
と
な
る
専

門
性

が
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
番

号
を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

回
答
欄
（
以
下
の
１
、
２
か

ら
当
て
は
ま
る
番
号
を
選

ん
で
回
答

）
１
．
支
援
に
あ
た
っ
て
、
手
帳
を
所
持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必
要
と
な
る

専
門
性
が
あ
る

２
．
支
援
に
あ
た
っ
て
、
手
帳
の
有
無
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
専
門
性
に
違

い
は

な
い

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
高
次
脳
機
能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

Ⅱ
．
Ⅰ

で
「
１
．
支

援
に
あ
た
っ
て
、
手

帳
を
所

持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必

要
と
な
る
専

門
性

が
あ
る
」
と
ご
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
、
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問
１

１
．
い
る

２
．
い
な
い

人 人 人 人 人

→
（
５
）
に
「
１
．
い
る
」
と
ご
回
答

い
た
だ
い
た
場
合

は
、
下
欄
に
そ

の
方
の
障
害
の
状
況
の
う
ち
代
表
的
な
も
の
を
、
具
体
的
に
ご
記

入
下
さ
い
。

→
（
１
）
に
「
２
．
い
な
い
」
と
ご
回
答

い
た
だ
い
た
場
合
は

、
問
５
の
み
ご
回
答
下
さ
い
。

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
障
害
者

（
２
）
（
１
）
の
う
ち
、
発
達
障
害
者

（
３
）
（
１
）
の
う
ち
、
難
治
性
疾
患
患
者

（
４
）
（
１
）
の
う
ち
、
高
次
脳
機
能
障
害
者

（
５
）
（
１
）
の
う
ち
、
発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
・
高
次
脳
機

能
障
害
者
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
何
ら
か
の
障
害
の
あ

る
方
（
以
降

、
「
手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
う
ち
、
そ
の
他
の
障

害
の
あ
る
方
」
と
い
い
ま
す
）

調
査

票
（
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ
ン
タ
ー
）

貴
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
平

成
２
３
年

度
に
就

労
に
関

す
る
相

談
・
支

援
を
実

施
し
た
利

用
者

の
方

の
う
ち
、
以

下
の

（
１
）
～

（
５
）
に
該

当
す
る
方

は
い
ま
す
か

。
以

下
の

回
答

欄
か

ら
当

て
は

ま
る
も
の

を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

ま
た
、
「
１
．
い
る
」
と
ご
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
、
人

数
を
ご
記

入
下

さ
い
。

な
お
、
複

数
の

障
害

の
あ
る
利

用
者

の
方

に
つ
い
て
は

、
そ
の

方
の

主
た
る
障

害
に
当

て
は

ま
る
も
の

を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

回
答
欄 左
欄
が
「
１
．
い
る
」
の
場
合

、
人
数

を
ご
記

入
下

さ
い
。

本
調

査
票

で
は

、
貴

セ
ン
タ
ー
の

利
用

者
の

方
の

う
ち
、
手

帳
（
注

）
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

「
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

」
の

定
義

に
つ
い
て
は

、
以

下
を
参

照
し
て
下

さ
い
。

《
「
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

」
の

定
義

》
○

下
記

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

に
該

当
す
る
方

以
外

で
、
障

害
を
有

す
る
者

（
発

達
障

害
者

、
難

治
性

疾
患

患
者

、
高

次
脳

機
能

障
害

者
等

）
を
い
い
、
診

断
書

等
を
有

す
る
者

に
限

ら
ず
、
本

人
の

自
己

申
告

を
含

む
○

身
体

障
害

者
…

身
体

障
害

者
手

帳
の

所
持

者
○

知
的

障
害

者
…

知
的

障
害

が
あ
る
と
判

定
さ
れ

た
者

（
療

育
手

帳
の

所
持

者
）

○
精

神
障

害
者

…
①

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

所
持

者
又

は
②

統
合

失
調

症
、
そ
う
う
つ
病

（
そ
う
病

、
う
つ
病

を
含

む
）
、
て
ん
か

ん
の

い
ず
れ

か
の

疾
患

を
有

し
、
主

治
医

や
産

業
医

の
診

断
書

、
意

見
書

が
あ
る
者

注
）

「
手

帳
」
と
は

、
身

体
障

害
者

手
帳

、
療

育
手

帳
（
愛

の
手

帳
等

）
又

は
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

を
い
い
ま
す
。

注
）
本

調
査

で
は

、
支

援
を
実

施
し
た
時

点
で
手

帳
を
所

持
し
て
い
な
か

っ
た
方

を
対

象
と
し
、
そ
の

後
の

手
帳

取
得

の
状

況
は

問
い
ま
せ

ん
。
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問
２

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の
他

の
障

害
の

あ
る
方

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達

障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の
他

の
障

害
の
あ
る
方

Ⅰ
．
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

が
手

帳
を
取

得
し
て
い
な
い
理

由
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
理

由
が

あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
多

い
と
思

う
理

由
を
３
つ
ま
で
選

択
し
て
、
該

当
す
る
欄

に
○

を
つ
け
て
下

さ
い
。
ま
た
、
そ
の

う
ち
、
最

も
多

い
と
思

う
理

由
に
つ
い
て
は

、
該

当
す
る
欄

に
◎

を
つ
け
て
下

さ
い
。

回
答
欄
（
多

い
と
思
う
理
由
を
３
つ
ま
で
選
択
し
て
、
○
を
つ
け
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
多

い
と
思
う
理
由
に
は
◎
を
つ
け
る
）

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
難
治
性
疾
患
患
者

手
帳
を
取
得

し
て
い
な
い
理
由

と
し
て
考
え
て
い
る
も
の

（
３
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
高
次
脳
機
能
障
害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

１
．
過

去
に
申

請
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
取

得
で
き
な
か

っ
た

１
．
実
施
し
て
い
る

２
．
実
施
し
て
い
な
い

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
発
達
障
害
者

７
．
主

な
原

因
と
な
る
疾

患
等

が
重

く
な
っ
た
と
し
て
も
、
現
れ
る
症
状
が
手

帳
の

対
象

外
の

た
め
取

得
で
き
な
い

８
．
そ
の
他
　
→
　
以
下
の
＜
そ
の
他
の
理
由
＞
欄
に
具
体
的
に
ご
記
入
下
さ
い
。
　

Ⅱ
．
貴

セ
ン
タ
ー
で
は

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

で
、
申

請
す
れ

ば
手

帳
は

取
れ

る
と
思

わ
れ

る
方

に
対

し
て
、
手

帳
の

取
得

に
関

す
る
支

援
（
手

帳
取

得
の

メ
リ
ッ
ト
や

申
請

の
方

法
を
説

明
す
る
等

）
を
実

施
し
て
い
ま
す
か

（
ケ
ー
ス
に
応

じ
て
実

施
し
て
い
る
場

合
は

、
「
実

施
し
て
い
る
」
に
含

み
ま
す
）
。

障
害

の
状

況
ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
も
の

を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

回
答
欄
（
以
下
の
１
、
２
か
ら
当
て
は
ま
る
番
号
を
選

ん
で
回
答
）

２
．
本

人
が

必
要

性
を
感

じ
て
い
な
い
た
め
取

得
し
て
い
な
い

３
．
本

人
の

心
理

的
抵

抗
等

に
よ
り
取

得
し
て
い
な
い

４
．
家

族
等

の
心

理
的

抵
抗

等
に
よ
り
取

得
し
て
い
な
い

５
．
手

帳
取

得
の

手
続

き
が

困
難
で
あ
る
（
診

断
を
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関

が
な
い
、
受

診
ま
で
の

待
機

時
間

が
長

期
に
渡

っ
て
い
る
等
）
た
め
、
取
得

で
き
な
い

６
．
障

害
が

軽
度

の
た
め
、
取

得
で
き
な
い

＜
そ
の
他
の
理
由
＞

手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
方
が
手
帳
を
取
得
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
「
８
．
そ
の

他
」
と
ご
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
は

、
障
害
の
状

況
ご
と
に
、
下
欄
に
具
体
的
に
ご
記
入
下
さ
い
。
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問
３

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対
し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対
し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対
し
て

＜
本

人
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
企

業
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
関

係
機

関
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
そ
の

他
＞

（
１
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対
し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対
し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対
し
て

（
１
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対
し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対

し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対

し
て

手
帳

を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
の

実
施

状
況

等
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

各
項

目
に
つ
い
て
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
番

号
を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

な
お
、
本

問
３
に
ご
回

答
い
た
だ
く
に
当

た
っ
て
は

、
問

２
に
お
い
て
ご
回

答
い
た
だ
い
た
「
手

帳
を
取

得
し
て
い
な
い
理

由
」
と
し
て
◎

を
つ
け
た
も
の

に
該

当
す
る
方

に
対

す
る
支

援
を
想

定
し

て
ご
回

答
下

さ
い
。

イ
　
本

人
に
職

業
上

の
ア
ピ
ー
ル

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
す
こ
と

キ
　
企

業
に
お
い
て
、
本

人
の

職
場

定
着
に
あ
た
っ
て
、
雇
用
管
理
上
の

配
慮

（
周

囲
の

従
業

員
の

理
解

・
協

力
、
職

場
環
境
の
整
備
、
能
力
に
見

合
っ
た
配
置
な
ど
）
を
講
じ
て
も
ら
う
こ
と

ク
　
具

体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
関

係
機

関
に
支
援
を
引
き
継
ぐ
こ
と

ケ
　
具

体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
関

係
機

関
と
協
働
で
支
援
を
行
う
こ
と

＜
そ
の

他
の

実
施

の
必

要
性

が
あ
る
と
考

え
て
い
る
こ
と
＞

以
上

の
項

目
の

他
に

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
に
お
い
て
、
「
当

機
関

で
は

実
施

し
て
い
な
い
が

、
他

機
関

に
よ
る
実

施
を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
の

必
要

性
が

高
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
」
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
の

該
当

す
る
欄

に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

エ
　
企

業
に
本

人
の

障
害

特
性

を
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と

サ
　
本

人
に
対

す
る
家

族
か

ら
の

必
要
な
支

援
を
講
じ
て
も
ら
う
こ
と

＜
そ
の

他
の

実
施

に
苦

慮
し
て
い
る
こ
と
＞

回
答
欄
（
以
下
の

１
～

６
の
中
か

ら
最

も
当
て
は
ま
る
番
号

１
つ
を
選

ん
で
回
答
）

１
．
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
り
、
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方

に
比
べ
て
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る

２
．
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
り
、
手
帳
を
所
持

し
て
い
る
方

と
同
じ
程
度

に
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る

３
．
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
り
、
特
に
実
施
に
苦
慮
し
て
は
い
な
い

４
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施

し
て
い
な
い
が
、
他
機
関
に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
の

必
要

性
が

高
い

と
考
え
て
い
る

５
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
い
な
い
が
、
他
機
関

に
よ
る
実

施
を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

と
同
じ
程

度
に
、
実

施
の

必
要

性
が

あ
る
と
考

え
て
い
る

６
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
ら
ず
、
他
機
関
に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
実

施
の

必
要

性
は

特
に
な
い
と
考
え
て
い
る

ア
　
本

人
に
障

害
特

性
に
つ
い
て
の

理
解
を
促
す
こ
と

オ
　
企
業
に
本
人
の
採
用
を
強
く
働
き
か
け
、
前
向
き
に
検
討
し
て
も
ら
う
こ
と

カ
　
企

業
に
お
い
て
、
本

人
の

雇
い
入

れ
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
な
配
置
や

労
働

条
件

等
に
つ
い
て
の

配
慮
を
講
じ
て
も
ら
う
こ
と

コ
　
家

族
に
本

人
の

障
害

特
性
を
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と

ウ
　
企

業
に
対

す
る
障

害
の

開
示

に
つ
い
て
本
人
か
ら
同
意
を
得
る
こ
と

以
上

の
項

目
の

他
に

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
に
お
い
て
、
「
実

施
し
て
お
り
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る
こ
と
」
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
の

該
当

す
る
欄

に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。
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問
４

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

問
５

手
帳

を
所

持
し
な
い
「
そ
の

他
の

障
害

者
」
を
含

め
、
障

害
者

の
雇

用
に
つ
い
て
、
ご
意

見
等

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
記

入
下

さ
い
。

手
帳

を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
支

援
に
あ
た
っ
て
必

要
と
な
る
専

門
性

に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

回
答
欄
（
以
下
の
１
、
２
か
ら
当
て
は
ま
る
番
号
を
選

ん
で
回
答

）
１
．
支
援
に
あ
た
っ
て
、
手
帳
を
所
持

し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必
要
と
な
る

専
門
性
が
あ
る

２
．
支
援
に
あ
た
っ
て
、
手
帳
の
有
無
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
専
門
性

に
違

い
は

な
い

以
上

で
、
質

問
は

終
わ

り
で
す
。
ご
協

力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

②
　
そ
の

専
門

性
の

獲
得

や
維

持
・
向

上
の

た
め
に
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
実

施
し
て
い
ま
す
か

。
　
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

Ⅰ
．
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
支

援
に
あ
た
っ
て
、
手

帳
を
所

持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必

要
と
な
る
専

門
性

が
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
番

号
を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

①
　
そ
れ

は
、
具

体
的

に
ど
の

よ
う
な
専

門
性

で
す
か

。
　
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
難
治
性
疾
患
患

者
（
３
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
高
次
脳
機
能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

Ⅱ
．
Ⅰ

で
「
１
．
支

援
に
あ
た
っ
て
、
手

帳
を
所

持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必

要
と
な
る
専

門
性

が
あ
る
」
と
ご
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
、

－ 165 －



問
１

回
答
欄
（
以
下
の
１
、
２
か

ら
当

て
は
ま
る
も
の
を
選

ん
で
回
答
）

１
．
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る

２
．
実
施
し
た
こ
と
が
な
い

→
（
１
）
～
（
４
）
に
す
べ
て
「
２
．
実
施
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
ご
回
答

い
た
だ
い
た
場
合

は
、
問
５
の
み
ご
回
答
下
さ
い
。

（
４
）
手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
う
ち
、
発
達
障
害
者
・
難
治
性

疾
患
患
者
・
高
次
脳
機
能
障
害
者
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な

い
何

ら
か
の
障
害
の
あ
る
方
（
以
降

、
「
手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害

者
の
う
ち
、
そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
方
」
と
い
い
ま
す
）

→
（
４
）
に
「
１
．
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
ご
回
答
い
た
だ
い
た
場

合
は
、
下
欄
に
そ
の
方
の
障
害
の
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
ご
記
入

下
さ
い
。

調
査

票
（
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン
タ
ー
）

本
調

査
票

で
は

、
貴

セ
ン
タ
ー
で
支

援
を
行

っ
た
手

帳
（
注

）
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

「
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

」
の

定
義

に
つ
い
て
は

、
以

下
を
参

照
し
て
下

さ
い
。

《
「
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

」
の

定
義

》
○

下
記

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

に
該

当
す
る
方

以
外

で
、
障

害
を
有

す
る
者

（
発

達
障

害
者

、
難

治
性

疾
患

患
者

、
高

次
脳

機
能

障
害

者
等

）
を
い
い
、
診

断
書

等
を
有

す
る
者

に
限

ら
ず
、
本

人
の

自
己

申
告

を
含

む
○

身
体

障
害

者
…

身
体

障
害

者
手

帳
の

所
持

者
○

知
的

障
害

者
…

知
的

障
害

が
あ
る
と
判

定
さ
れ

た
者

（
療

育
手

帳
の

所
持

者
）

○
精

神
障

害
者

…
①

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

所
持

者
又

は
②

統
合

失
調

症
、
そ
う
う
つ
病

（
そ
う
病

、
う
つ
病

を
含

む
）
、
て
ん
か

ん
の

い
ず
れ

か
の

疾
患

を
有

し
、
主

治
医

や
産

業
医

の
診

断
書

、
意

見
書

が
あ
る
者

注
）

「
手

帳
」
と
は

、
身

体
障

害
者

手
帳

、
療

育
手

帳
（
愛

の
手

帳
等

）
又

は
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

を
い
い
ま
す
。

注
）
本

調
査

で
は

、
支

援
を
実

施
し
た
時

点
で
手

帳
を
所

持
し
て
い
な
か

っ
た
方

を
対

象
と
し
、
そ
の

後
の

手
帳

取
得

の
状

況
は

問
い
ま
せ

ん
。

貴
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は

、
平

成
2
3
年

４
月

１
日

か
ら
平

成
2
4
年

８
月

末
ま
で
の

間
に
、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
以

下
の

障
害

の
あ
る
方

に
対

し
て
、
支

援
を
実

施
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
か

。
以

下
の

回
答

欄
か

ら
当

て
は

ま
る
も
の

を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

な
お
、
複

数
の

障
害

の
あ
る
方

に
つ
い
て
は

、
そ
の

方
の

主
た
る
障

害
に
当

て
は

ま
る
も
の

を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

注
）
支

援
を
実

施
し
た
時

点
で
手

帳
を
所

持
し
て
い
な
か

っ
た
方

を
対

象
と
し
、
そ
の

後
の

手
帳

取
得

の
状

況
は

問
い
ま
せ

ん
。

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
う
ち
、
発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
う
ち
、
難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
う
ち
、
高
次
脳
機
能
障
害
者

－ 166 －



問
２

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達

障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害
の

あ
る
方

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達

障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の
他
の

障
害
の
あ
る
方

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
難
治
性
疾
患
患
者

回
答
欄
（
以
下
の
１
、
２
か
ら
当
て
は
ま
る
番
号
を
選

ん
で
回
答
）

１
．
実
施
し
て
い
る

Ⅰ
．
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

が
手

帳
を
取

得
し
て
い
な
い
理

由
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
理

由
が

あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
多

い
と
思

う
理

由
を
３
つ
ま
で
選

択
し
て
、
該

当
す
る
欄

に
○

を
つ
け
て
下

さ
い
。
ま
た
、
そ
の

う
ち
、
最

も
多

い
と
思

う
理

由
に
つ
い
て
は

、
該

当
す
る
欄

に
◎

を
つ
け
て
下

さ
い
。

回
答
欄
（
多

い
と
思
う
理
由
を
３
つ
ま
で
選
択
し
て
、
○
を
つ
け
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
多

い
と
思
う
理
由
に
は
◎
を
つ
け
る
）

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

Ⅱ
．
貴

セ
ン
タ
ー
で
は

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
方

で
、
申

請
す
れ

ば
手

帳
は

取
れ

る
と
思

わ
れ

る
方

に
対

し
て
、
手

帳
の

取
得

に
関

す
る
支

援
（
手

帳
取

得
の

メ
リ
ッ
ト
や

申
請

の
方

法
を
説

明
す
る
等

）
を
実

施
し
て
い
ま
す
か

（
ケ
ー
ス
に
応

じ
て
実

施
し
て
い
る
場

合
は

、
「
実

施
し
て
い
る
」
に
含

み
ま
す
）
。

障
害

の
状

況
ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
も
の

を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

手
帳
を
取
得

し
て
い
な
い
理
由

と
し
て
考
え
て
い
る
も
の

１
．
過

去
に
申

請
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
取

得
で
き
な
か

っ
た

２
．
本

人
が

必
要

性
を
感
じ
て
い
な
い
た
め
取

得
し
て
い
な
い

３
．
本

人
の

心
理

的
抵

抗
等

に
よ
り
取

得
し
て
い
な
い

４
．
家

族
等

の
心

理
的

抵
抗

等
に
よ
り
取

得
し
て
い
な
い

５
．
手

帳
取

得
の

手
続

き
が

困
難
で
あ
る
（
診

断
を
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関

が
な
い
、
受

診
ま
で
の

待
機

時
間

が
長

期
に
渡
っ
て
い
る
等
）
た
め
、
取
得

で
き
な
い

６
．
障

害
が

軽
度

の
た
め
、
取

得
で
き
な
い

７
．
主
な
原

因
と
な
る
疾

患
等

が
重

く
な
っ
た
と
し
て
も
、
現
れ
る
症
状
が
手

帳
の

対
象

外
の

た
め
取

得
で
き
な
い

８
．
そ
の

他
　
→

　
以

下
の

＜
そ
の

他
の

理
由

＞
欄
に
具
体
的
に
ご
記
入
下

さ
い
。

２
．
実
施
し
て
い
な
い

＜
そ
の
他
の
理
由
＞

手
帳
を
所
持
し
な
い
障
害
者
の
方
が
手
帳
を
取
得
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
「
８
．
そ
の

他
」
と
ご
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
は

、
障
害
の
状

況
ご
と
に
、
下
欄
に
具
体
的

に
ご
記
入
下
さ
い
。

（
３
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
高
次
脳
機
能
障
害
者
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問
３

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

に
対

し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

に
対
し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対
し
て

＜
本

人
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
企

業
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
関

係
機

関
に
関

す
る
こ
と
＞

＜
そ
の

他
＞

（
１
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対

し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対
し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対
し
て

（
１
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者
に
対
し
て

（
２
）
手
帳

を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者
に
対
し
て

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者
に
対
し
て

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

に
対

し
て

回
答
欄
（
以
下
の
１
～
６
の
中
か
ら
最

も
当
て
は
ま
る
番
号
を
１
つ
選

ん
で
回
答
）

１
．
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
り
、
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方

に
比
べ
て
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る

２
．
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
り
、
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方

と
同

じ
程
度
に
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る

４
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
い
な
い
が
、
他
機
関

に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
の

必
要

性
が

高
い

と
考
え
て
い
る

６
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施

し
て
お
ら
ず
、
他
機
関

に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
実

施
の

必
要

性
は

特
に
な
い
と
考

え
て
い
る

手
帳

を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
の

実
施

状
況

等
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

各
項

目
に
つ
い
て
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
番

号
を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

な
お
、
本

問
３
に
ご
回

答
い
た
だ
く
に
当

た
っ
て
は

、
問

２
に
お
い
て
ご
回

答
い
た
だ
い
た
「
手

帳
を
取

得
し
て
い
な
い
理

由
」
と
し
て
◎

を
つ
け
た
も
の

に
該

当
す
る
方

に
対

す
る
支

援
を
想

定
し

て
ご
回

答
下

さ
い
。

キ
　
企

業
に
お
い
て
、
本

人
の

職
場

定
着
に
あ
た
っ
て
、
雇
用
管
理
上
の

配
慮

（
周

囲
の

従
業

員
の

理
解

・
協

力
、
職

場
環
境
の
整
備

、
能
力
に
見

合
っ
た
配
置
な
ど
）
を
講

じ
て
も
ら
う
こ
と

ア
　
本

人
に
障

害
特

性
に
つ
い
て
の

理
解

を
促

す
こ
と

ウ
　
企

業
に
対

す
る
障

害
の

開
示

に
つ
い
て
本

人
か
ら
同
意
を
得
る
こ
と

エ
　
企

業
に
本

人
の

障
害

特
性

を
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と

オ
　
企
業
に
本
人
の
採
用
を
強
く
働
き
か
け
、
前
向
き
に
検
討
し
て
も
ら
う
こ
と

＜
そ
の

他
の

実
施

に
苦

慮
し
て
い
る
こ
と
＞

ケ
　
具

体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
関

係
機

関
と
協
働
で
支
援
を
行
う
こ
と

カ
　
企

業
に
お
い
て
、
本

人
の

雇
い
入

れ
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
な
配
置
や

労
働

条
件

等
に
つ
い
て
の

配
慮

を
講
じ
て
も
ら
う
こ
と

＜
そ
の

他
の

実
施

の
必

要
性

が
あ
る
と
考

え
て
い
る
こ
と
＞

コ
　
家

族
に
本

人
の

障
害

特
性

を
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と

以
上

の
項

目
の

他
に

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
に
お
い
て
、
「
実

施
し
て
お
り
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
に
苦

慮
し
て
い
る
こ
と
」
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
の

該
当

す
る
欄

に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

３
．
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
お
り
、
特
に
実
施
に
苦
慮

し
て
は
い
な
い

５
．
当
機
関
で
は
こ
の
項
目
を
実
施
し
て
い
な
い
が

、
他
機
関
に
よ
る
実
施

を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

と
同
じ
程

度
に
、
実

施
の

必
要

性
が

あ
る
と
考
え
て
い
る

イ
　
本

人
に
職

業
上

の
ア
ピ
ー
ル

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
す
こ
と

サ
　
本

人
に
対

す
る
家

族
か

ら
の

必
要

な
支

援
を
講
じ
て
も
ら
う
こ
と

以
上

の
項

目
の

他
に

、
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

に
対

す
る
支

援
に
お
い
て
、
「
当

機
関

で
は

実
施

し
て
い
な
い
が

、
他

機
関

に
よ
る
実

施
を
含

め
て
、
手

帳
を
所

持
し
て
い
る
方

に
比

べ
て
、
実

施
の

必
要

性
が

高
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
」
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
の

該
当

す
る
欄

に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

ク
　
具

体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
関

係
機

関
に
支
援
を
引
き
継
ぐ
こ
と
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問
４

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

（
１
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持
し
な
い

難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手

帳
を
所

持
し
な
い

高
次

脳
機

能
障

害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

問
５

手
帳

を
所

持
し
な
い
「
そ
の

他
の

障
害

者
」
を
含

め
、
障

害
者

の
雇

用
に
つ
い
て
、
ご
意

見
等

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
記

入
下

さ
い
。

回
答
欄
（
以
下
の
１
、
２
か
ら
当
て
は
ま
る
番
号
を
選

ん
で
回
答

）
１
．
支
援
に
あ
た
っ
て
、
手
帳
を
所
持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必
要
と
な
る

専
門
性
が
あ
る

（
１
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
発
達
障
害
者

（
２
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
難
治
性
疾
患
患
者

（
３
）
手
帳
を
所
持

し
な
い
高
次
脳
機
能
障
害
者

（
４
）
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
う
ち
、
そ
の

他
の

障
害

の
あ
る
方

手
帳

を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
支

援
に
あ
た
っ
て
必

要
と
な
る
専

門
性

に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

以
上

で
、
質

問
は

終
わ

り
で
す
。
ご
協

力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Ⅱ
．
Ⅰ

で
「
１
．
支

援
に
あ
た
っ
て
、
手

帳
を
所

持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必

要
と
な
る
専

門
性

が
あ
る
」
と
ご
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
、

２
．
支
援
に
あ
た
っ
て
、
手
帳
の
有
無
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
専
門
性

に
違

い
は

な
い

①
そ
れ

は
、
具

体
的

に
ど
の

よ
う
な
専

門
性

で
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。

Ⅰ
．
手

帳
を
所

持
し
な
い
障

害
者

の
支

援
に
あ
た
っ
て
、
手

帳
を
所

持
し
な
い
こ
と
に
よ
り
特

に
必

要
と
な
る
専

門
性

が
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
回

答
欄

か
ら
当

て
は

ま
る
番

号
を
選

ん
で
ご
回

答
下

さ
い
。

②
そ
の

専
門

性
の

獲
得

や
維

持
・
向

上
の

た
め
に
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
実

施
し
て
い
ま
す
か

。
障

害
の

状
況

ご
と
に
、
以

下
に
具

体
的

に
ご
記

入
下

さ
い
。
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手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する調査
（発達障害者支援センター）

《ご回答にあたっての留意事項》 
１）特に説明がなければ、問の番号順に、お分かりになる範囲でお答え下さい。 
２）ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒にて平成 24 年 10 月 15 日（月）までにご返送下さい

ますようお願いいたします。 
３）ご回答にあたりご不明な点がありましたら、お手数ですが、下記までご連絡下さい。 

（問合せ先）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  
障害者職業総合センター 障害者支援部門 

根本・下條・鈴木 
住所：千葉県千葉市美浜区若葉３－１－３ 
電話：043-297-9031,9084  F A X：043-297-9058 

本調査票では、貴センターの 18 歳以上の利用者の方のうち、手帳（注）を所持しない発達障害者

の方について伺います。 

注）「手帳」とは、身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳等）又は精神障害者保健福祉手帳をいいます。

注）本調査では、支援を実施した時点で手帳を所持していなかった方を対象とし、その後の手帳取得の

状況は問いません。 

問１（１）貴センターにおいて、平成 23 年度に就労に関する相談・支援を実施した 18 歳以上の利用者

の方は何名いますか。人数をご記入下さい。 

注）支援を実施した時点で手帳を所持していなかった方を対象とし、その後の手帳取得の状況は問

いません。 

貴センターにおいて、平成 23 年度に就労に関する相談・支援を
実施した方の人数 

（           人）

（２）（１）でご回答いただいた方のうち、手帳を所持しない方はいますか。当てはまる番号に○をつけ

て下さい。  

１．いる 
２．いない 

→「１．いる」とご回答いただいた場合、人数をご記入下さい。

（           人） 

 →「２．いない」とご回答いただいた場合は、問５のみご回答下さい。 

問２ Ⅰ．手帳を所持しない発達障害者の方が手帳を取得していない理由として、どのような理由

があると考えていますか。 

多いと思う理由を３つまで選択して、該当する番号に○をつけて下さい。また、そのうち、最

も多いと思う理由については、該当する番号に◎をつけて下さい。 

１．過去に申請したことがあるが、取得できなかった 
２．本人が必要性を感じていないため取得していない 
３．本人の心理的抵抗等により取得していない 
４．家族等の心理的抵抗等により取得していない 
５．手帳取得の手続きが困難である（診断を受けられる医療機関がない、受診までの待機時間が長期
に渡っている等）ため、取得できない 

６．障害が軽度のため、取得できない 
７．主な原因となる疾患等が重くなったとしても、現れる症状が手帳の対象外のため取得できない 

８．その他（具体的に                                  ）

Ⅱ．貴センターでは、手帳を所持しない発達障害者の方で、申請すれば手帳は取れると思われる方に

対して、手帳の取得に関する支援（手帳取得のメリットや申請の方法を説明する等）を実施していま

すか（ケースに応じて実施している場合は、「実施している」に含みます）。 

当てはまる番号に○をつけて下さい。 

１．実施している 
２．実施していない
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問３ 手帳を所持しない発達障害者に対する支援の実施状況等について伺います。以下の各項目につい

て、次により１，２，３，４，５，６のいずれか１つに○をつけて下さい。 

１．この項目を実施しており、手帳を所持している方に比べて、実施に苦慮している 

２．この項目を実施しており、手帳を所持している方と同じ程度に、実施に苦慮している 

３．この項目を実施しており、特に実施に苦慮してはいない 

４．当機関ではこの項目を実施していないが、他機関による実施を含めて、手帳を所持している方

に比べて、実施の必要性が高いと考えている 

５．当機関ではこの項目を実施していないが、他機関による実施を含めて、手帳を所持している方

と同じ程度に、実施の必要性があると考えている 

６．当機関ではこの項目を実施しておらず、他機関による実施を含めて、実施の必要性は特にない

と考えている 

なお、本問３にご回答いただくに当たっては、問２においてご回答いただいた「手帳を取得し

ていない理由」として◎をつけたものに該当する方に対する支援を想定してご回答下さい。 

＞とこるす関に人本＜

ア 本人に障害特性についての理解を促すこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

イ 本人に職業上のアピールポイントについての理解を促すこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ウ 企業に対する障害の開示について本人から同意を得ること １ ２ ３ ４ ５ ６ 

＞とこるす関に業企＜

エ 企業に本人の障害特性を理解してもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

オ 企業に本人の採用を強く働きかけ、前向きに検討してもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

カ 企業において、本人の雇い入れにあたって、具体的な配置
や労働条件等についての配慮を講じてもらうこと 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

キ 企業において、本人の職場定着にあたって、雇用管理上の
配慮（周囲の従業員の理解・協力、職場環境の整備、能力に見
合った配置など）を講じてもらうこと 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

＞とこるす関に関機係関＜

ク 具体的なケースについて、関係機関に支援を引き継ぐこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ケ 具体的なケースについて、関係機関と協働で支援を行うこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

＞他のそ＜

コ 家族に本人の障害特性を理解してもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

サ 本人に対する家族からの必要な支援を講じてもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

以上の項目の他に、手帳を所持しない発達障害者に対する支援において、実施に苦慮していること等

がありましたら、以下の該当する欄に具体的にご記入下さい。 

①「実施しており、手帳を所持している方に比べて、実施に苦慮していること」 

（下欄に具体的にご記入下さい。） 

②「当機関では実施していないが、他機関による実施を含めて、手帳を所持している方に比べて、実施

の必要性が高いと考えていること」 

（下欄に具体的にご記入下さい。） 
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問４ 手帳を所持しない発達障害者の支援にあたって必要となる専門性について伺います。  

Ⅰ．手帳を所持しない発達障害者の支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要となる専

門性があると感じていますか。 

当てはまる番号に○をつけて下さい。 

１．支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性がある 
２．支援にあたって、手帳の有無によって必要となる専門性に違いはない 

Ⅱ．Ⅰで「１．支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性がある」と

ご回答いただいた場合、 

  ① それは、具体的にどのような専門性ですか。 

   以下に具体的にご記入下さい。 

② その専門性の獲得や維持・向上のために、どのようなことを実施していますか。

以下に具体的にご記入下さい。 

問５ 手帳を所持しない発達障害者を含め、障害者の雇用について、ご意見等がございましたら、ご記

入下さい。 

本調査の回答についてより具体的に把握させていただくために、後日、ご連絡を差し上げることがご

ざいます。ご協力いただけます場合には、以下にご連絡先をご記入くださいますよう、お願いいたしま

す。 

センター名：

ご担当者：（職名）         （お名前）

ご住所：

ご連絡先：（電話番号）

（メールアドレス）

本調査で得られた情報の秘密は厳守し、調査目的以外で使われることはありません。また、貴センタ

ー名が公表されることはありません。 

ご協力ありがとうございました
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手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する調査
（難病相談・支援センター）

《ご回答にあたっての留意事項》 
１）特に説明がなければ、問の番号順に、お分かりになる範囲でお答え下さい。 
２）ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒にて平成 24 年 10 月 15 日（月）までにご返送下さい

ますようお願いいたします。 
３）ご回答にあたりご不明な点がありましたら、お手数ですが、下記までご連絡下さい。 

（問合せ先）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  
障害者職業総合センター 障害者支援部門 

根本・下條・鈴木 
住所：千葉県千葉市美浜区若葉３－１－３ 
電話：043-297-9031,9084  F A X：043-297-9058 

本調査票では、貴センターの 18 歳以上の利用者の方のうち、手帳（注）を所持しない難治性疾患

患者の方について伺います。 

注）「手帳」とは、身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳等）又は精神障害者保健福祉手帳をいいます。

注）本調査では、支援を実施した時点で手帳を所持していなかった方を対象とし、その後の手帳取得の

状況は問いません。 

問１（１）貴センターにおいて、平成 23 年度に就労に関する相談・支援を実施した 18 歳以上の利用者

の方は何名いますか。人数をご記入下さい。 

注）支援を実施した時点で手帳を所持していなかった方を対象とし、その後の手帳取得の状況は問

いません。 

貴センターにおいて、平成 23 年度に就労に関する相談・支援を
実施した方の人数 

（           人）

（２）（１）でご回答いただいた方のうち、手帳を所持しない方はいますか。当てはまる番号に○をつけ

て下さい。  

１．いる 
２．いない 

→「１．いる」とご回答いただいた場合、人数をご記入下さい。

（           人） 

 →「２．いない」とご回答いただいた場合は、問５のみご回答下さい。 

問２ Ⅰ．手帳を所持しない難治性疾患患者の方が手帳を取得していない理由として、どのような

理由があると考えていますか。 

多いと思う理由を３つまで選択して、該当する番号に○をつけて下さい。また、そのうち、最

も多いと思う理由については、該当する番号に◎をつけて下さい。 

１．過去に申請したことがあるが、取得できなかった 
２．本人が必要性を感じていないため取得していない 
３．本人の心理的抵抗等により取得していない 
４．家族等の心理的抵抗等により取得していない 
５．手帳取得の手続きが困難である（診断を受けられる医療機関がない、受診までの待機時間が長期

に渡っている等）ため、取得できない 
６．障害が軽度のため、取得できない 
７．主な原因となる疾患等が重くなったとしても、現れる症状が手帳の対象外のため取得できない 

８．その他（具体的に                                  ）

Ⅱ．貴センターでは、手帳を所持しない難治性疾患患者の方で、申請すれば手帳は取れると思われる

方に対して、手帳の取得に関する支援（手帳取得のメリットや申請の方法を説明する等）を実施して

いますか（ケースに応じて実施している場合は、「実施している」に含みます）。 

当てはまる番号に○をつけて下さい。 

１．実施している 
２．実施していない
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問３ 手帳を所持しない難治性疾患患者に対する支援の実施状況等について伺います。以下の各項目に

ついて、次により１，２，３，４，５，６のいずれか１つに○をつけて下さい。 

１.この項目を実施しており、手帳を所持している方に比べて、実施に苦慮している 

２.この項目を実施しており、手帳を所持している方と同じ程度に、実施に苦慮している 

３.この項目を実施しており、特に実施に苦慮してはいない 

４.当機関ではこの項目を実施していないが、他機関による実施を含めて、手帳を所持している方に

比べて、実施の必要性が高いと考えている 

５.当機関ではこの項目を実施していないが、他機関による実施を含めて、手帳を所持している方と

同じ程度に、実施の必要性があると考えている 

６.当機関ではこの項目を実施しておらず、他機関による実施を含めて、実施の必要性は特にないと

考えている 

なお、本問３にご回答いただくに当たっては、問２においてご回答いただいた「手帳を取得し

ていない理由」として◎をつけたものに該当する方に対する支援を想定してご回答下さい。 

＞とこるす関に人本＜

ア 本人に障害特性についての理解を促すこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

イ 本人に職業上のアピールポイントについての理解を促すこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ウ 企業に対する障害の開示について本人から同意を得ること １ ２ ３ ４ ５ ６ 

＞とこるす関に業企＜

エ 企業に本人の障害特性を理解してもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

オ 企業に本人の採用を強く働きかけ、前向きに検討してもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

カ 企業において、本人の雇い入れにあたって、具体的な配置
や労働条件等についての配慮を講じてもらうこと 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

キ 企業において、本人の職場定着にあたって、雇用管理上の
配慮（周囲の従業員の理解・協力、職場環境の整備、能力に
見合った配置など）を講じてもらうこと 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

＞とこるす関に関機係関＜

ク 具体的なケースについて、関係機関に支援を引き継ぐこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ケ 具体的なケースについて、関係機関と協働で支援を行うこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

＞他のそ＜

コ 家族に本人の障害特性を理解してもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

サ 本人に対する家族からの必要な支援を講じてもらうこと １ ２ ３ ４ ５ ６ 

以上の項目の他に、手帳を所持しない難治性疾患患者に対する支援において、実施に苦慮しているこ

と等がありましたら、以下の該当する欄に具体的にご記入下さい。 

①「実施しており、手帳を所持している方に比べて、実施に苦慮していること」 

（下欄に具体的にご記入下さい。） 

②「当機関では実施していないが、他機関による実施を含めて、手帳を所持している方に比べて、実施

の必要性が高いと考えていること」 

（下欄に具体的にご記入下さい。） 
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問４ 手帳を所持しない難治性疾患患者の支援にあたって必要となる専門性について伺います。  

Ⅰ．手帳を所持しない難治性疾患患者の支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要とな

る専門性があると感じていますか。 

当てはまる番号に○をつけて下さい。 

１．支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性がある 
２．支援にあたって、手帳の有無によって必要となる専門性に違いはない 

Ⅱ．Ⅰで「１．支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性がある」と

ご回答いただいた場合、 

  ① それは、具体的にどのような専門性ですか。 

   以下に具体的にご記入下さい。 

② その専門性の獲得や維持・向上のために、どのようなことを実施していますか。

以下に具体的にご記入下さい。 

問５ 手帳を所持しない難治性疾患患者を含め、障害者の雇用について、ご意見等がございましたら、

ご記入下さい。 

本調査の回答についてより具体的に把握させていただくために、後日、ご連絡を差し上げることがご

ざいます。ご協力いただけます場合には、以下にご連絡先をご記入くださいますよう、お願いいたしま

す。 

センター名：

ご担当者：（職名）         （お名前）

ご住所：

ご連絡先：（電話番号）

（メールアドレス）

本調査で得られた情報の秘密は厳守し、調査目的以外で使われることはありません。また、貴センタ

ー名が公表されることはありません。 

ご協力ありがとうございました

－ 175 －



ホームページについて  

 本冊子のほか、障害者職業総合センターの研究成果物については、一部を除いて、下

記のホームページからPDFファイル等によりダウンロードできます。 

【障害者職業総合センター研究部門ホームページ】 

http://www.nivr.jeed.or.jp/research/research.html 

著作権等について 

視覚障害その他の理由で活字のままでこの本を利用できない方のために、営利を目的

とする場合を除き、「録音図書」「点字図書」「拡大写本」等を作成することを認めます。

その際は下記までご連絡下さい。 

なお、視覚障害者の方等で本冊子のテキストファイル（文章のみ）を希望されるとき

も、ご連絡ください。 

【連絡先】 

障害者職業総合センター研究企画部企画調整室 

電話 ０４３－２９７－９０６７ 

FAX  ０４３－２９７－９０５７

資料シリーズ No.75 

「手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する研究」 

○Ｃ2013 障害者職業総合センター 

編集・発行  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 

〒261-0014 

千葉市美浜区若葉 3-1-3 

電話 043-297-9067 

FAX 043-297-9057 

発 行 日  2013 年 3月

印刷・製本  株式会社白樺写真工芸 



ISSN 0918-4570

NATIONAL  INSTITUTE  OF  VOCATIONAL  REHABILITATION

リサイクル適性 A
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。




